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協働・参画社会の構築 

市域の全ての者が連携、協働して環境

保全に取り組む都市を目指します。 

地球環境の保全 

地球温暖化対策、生物多様性の保全な

ど地球環境問題の解決に向け、地域か

ら取り組む都市を目指します。 

循環型社会の構築 

環境への負荷を最小限に抑えつつ、限

りある資源を有効に利用する環境にや

さしい循環型の都市を目指します。 

良好な生活環境の保全 

市民が安心して健康的な暮らしができ

る地域の特色と調和した、環境にやさ

しい都市を目指します。 

市民の役割 
基本目標 

協働で取り組む「より良い環境」づくり 
『浦添市環境基本計画』を策定しました！ 

 

市民団体の役割 

事業者の役割 

来訪者の役割 

市の役割 

市民は生活に根ざした活動から環境負荷を低

減させるよう配慮し、環境にやさしいライフ

スタイルを実践する必要があります。 

　本市の都市像、まちづくりの目標、浦添

市環境基本条例の基本理念や環境の現況を

踏まえ、この計画が目指す本市の望ましい

環境像と基本目標を設定しました。 

　「より良い環境」づくりのためには、市はもちろ

んのこと、市民、市民団体、事業者、浦添市に一時

的に滞在する来訪者等がそれぞれの役割のもとに、

協働して推進する必要があります。 

　「浦添市環境基本条例」に基づき『浦添市環境基本計画』を策定しました。『浦添市環境

基本計画』とは、「てだこの都市・浦添」の自然と歴史文化が調和したまちづくりを推進し、

私たち自身が「より良い環境」に恵まれるとともに、次世代に誇れる環境を継承していくた

めの計画です。 

市民団体は市民の先導的な役割を担います。

市民が環境活動に参加できる機会の充実、情

報提供などをする必要があります。 

事業者は事業活動から起こる環境負荷の低減

に向け、公害の防止や積極的な環境活動を行

う必要があります。 

一時的に滞在する来訪者の環境負荷の集積も

問題となります。来訪者一人一人が環境保全

への取組を行う必要があります。 

市は浦添市環境基本計画で掲げる施策を推進し、

率先して環境負荷の低減に取り組みます。 

人と自然との共生 

多様な自然環境を保全しつつ、更に豊

かにして将来世代へ引き継ぐために、

人と自然が共生する都市を目指します。 

望ましい環境像と基本目標 望ましい環境像の実現に向けて 
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浦添市墓地等の経営の許可等に 
関する条例の施行について 
浦添市墓地等の経営の許可等に 
関する条例の施行について 
浦添市墓地等の経営の許可等に関する条例が 

平成２５年４月１日から施行されました。 

本条例は墓地経営の許可基準および手続のほか 

個人墓地の承継、適正管理に関する事項を定めています。 

問い合わせ　環境保全課　　876-1234（内線3215・3216） 

　
個
人
墓
地
の
所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た

場
合
は
、
墓
地
の
承
継
者
を
決
め
た
う
え
、

そ
の
旨
を
市
長
（
市
役
所
）
に
届
け
出
て
、

新
た
に
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　
墓
地
の
承
継
手
続
が
な
さ
れ
な
い
場
合
は
、

後
に
承
継
者
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
無
縁

墓
地
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
無
縁

墓
地
は
、
ご
み
の
不
法
投
棄
等
が
懸
念
さ
れ
、

地
域
の
住
環
境
悪
化
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。 

　
個
人
墓
地
の
所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た

場
合
は
、
墓
地
の
承
継
者
を
決
め
、
環
境

保
全
課
ま
で
必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

   

　
墓
地
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
に
は
、

墓
地
の
清
掃
、
安
全
管
理
の
徹
底
を
義
務

付
け
て
い
ま
す
。 

　
清
明
祭
・
七
夕
な
ど
の
行
事
に
は
、
墓

地
を
清
掃
し
、
墓
石
等
が
倒
壊
す
る
恐
れ

が
あ
る
場
合
は
、
安
全
措
置
を
講
じ
て
く

だ
さ
い
。 

　
な
お
、
墓
地
の
清
掃
で
出
た
ご
み
は
各

自
で
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。 

 

　
墓
地
を
造
成
す
る
際
に
は
、
以
下
の
標

識
を
設
置
す
る
よ
う
義
務
付
け
て
い
ま
す
。 

　
無
許
可
墓
地
の
造
成
を
防
止
す
る
た
め
、

市
民
の
皆
さ
ま
が
、
標
識
を
設
置
せ
ず
、

造
成
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
墓
地
を
発
見
し
た

と
き
は
、
環
境
保
全
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

   

ま　 ち 

問い合わせ 

環境施策推進室　1876-1234（内線3221） 
本計画書はホームページや環境施設推進室窓口で 

ご覧になれます。 
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標識設置例 
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